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【年通号数】公開・登録公報2010-032
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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月29日(2012.2.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１始動条件が成立した後に第１開始条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能
な複数種類の第１識別情報を可変表示する第１可変表示手段と、第２始動条件が成立した
後に第２開始条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の第２識別情報
を可変表示する第２可変表示手段と、を備え、前記第１可変表示手段及び前記第２可変表
示手段とは同時に可変表示が実行されないものであり、前記第２可変表示手段における前
記第２識別情報の可変表示は前記第１可変表示手段における前記第１識別情報の可変表示
に優先して実行され、前記第１識別情報の可変表示結果又は前記第２識別情報の可変表示
結果が予め定められた特定表示結果となった後に、遊技者にとって有利な特定遊技状態に
制御する遊技機であって、
　遊技媒体が打ち込まれる遊技領域のうちの第１遊技領域に設けられ、常時遊技媒体が進
入可能な第１始動入賞口を形成する第１始動入賞装置と、
　前記第１始動入賞口に進入した前記遊技媒体を検出する第１始動入賞検出手段と、
　前記遊技領域のうち、前記第１遊技領域とは異なる第２遊技領域に設けられ、前記遊技
媒体が進入可能な第１状態と進入不能な第２状態とに変化可能な第２始動入賞口を形成す
る第２始動入賞装置と、
　前記第２始動入賞口に進入した前記遊技媒体を検出する第２始動入賞検出手段と、
　前記第２遊技領域に設けられた通過ゲートと、
　前記通過ゲートを通過した前記遊技媒体を検出する通過検出手段と、
　前記第１始動入賞検出手段によって前記遊技媒体が検出されたことに対応して前記第１
始動条件が成立したこと、又は前記第２始動入賞検出手段によって前記遊技媒体が検出さ
れたことに対応して前記第２始動条件が成立したことに基づいて、所定の数値データを抽
出する数値データ抽出手段と、
　前記数値データ抽出手段が前記第１始動条件が成立したことに基づいて抽出した前記数
値データを、抽出順を特定可能に保留記憶する第１保留記憶手段と、
　前記数値データ抽出手段が前記第２始動条件が成立したことに基づいて抽出した前記数
値データを、抽出順を特定可能に保留記憶する第２保留記憶手段と、
　前記第１開始条件が成立したときに、該第１保留記憶手段に保留記憶されている該数値
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データのうち、前記抽出順が最先の該数値データを読み出す第１数値データ読出手段と、
　前記第１数値データ読出手段によって読み出された前記数値データに基づいて、前記第
１識別情報の可変表示結果が導出される以前に、前記特定遊技状態に制御するか否かを決
定する第１事前決定手段と、
　前記第２開始条件が成立したときに、前記第１保留記憶手段に該数値データが保留記憶
されているときであっても、該第２保留記憶手段に保留記憶されている該数値データのう
ち、前記抽出順が最先の該数値データを、該第１保留記憶手段に保留記憶されている該数
値データに優先して読み出す第２数値データ読出手段と、
　前記第２数値データ読出手段によって読み出された前記数値データに基づいて、前記第
２識別情報の可変表示結果が導出される以前に、前記特定遊技状態に制御するか否かを決
定する第２事前決定手段と、
　前記第１事前決定手段又は前記第２事前決定手段によって前記特定遊技状態に制御する
旨の決定がなされたことに基づいて、前記特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段
と、
　前記特定遊技状態制御手段による前記特定遊技状態への制御の終了後に、通常遊技状態
に制御されているときよりも前記第２始動入賞口への入賞頻度が高い特別遊技状態に制御
する特別遊技状態制御手段と、
　前記第１始動条件が成立したことに基づいて前記数値データ抽出手段によって抽出され
た前記数値データが所定の判定値と合致するか否かを判定する始動条件成立時判定手段と
、
　該始動条件成立時判定手段の判定に基づいて、該判定の対象になった数値データに基づ
く可変表示が実行される以前に、所定の予告演出を実行する予告演出実行手段と、を備え
、
　前記予告演出実行手段は、前記特別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態に制御
されているときには、前記所定の予告演出を実行しない、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、第１始動条件が成立した後に
第１開始条件が成立したことに基づいて（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２０１にてＹ
ｅｓと判定するともにステップＳ２０２にてＮｏと判定した後に、ステップＳ２４１にて
Ｎｏと判定したことなどに基づいて）、各々が識別可能な複数種類の第１識別情報（例え
ば特別図柄など）を可変表示する第１可変表示手段（例えば第１特別図柄表示装置４Ａな
ど）と、第２始動条件が成立した後に第２開始条件が成立したことに基づいて（例えばＣ
ＰＵ１０３がステップＳ２２１にてＹｅｓと判定するともにステップＳ２２２にてＮｏと
判定した後に、ステップＳ２４１にてＮｏと判定したことなどに基づいて）、各々が識別
可能な複数種類の第２識別情報を可変表示する第２可変表示手段（例えば第２特別図柄表
示装置４Ｂなど）と、を備え、前記第１可変表示手段及び前記第２可変表示手段とは同時
に可変表示が実行されないものであり、前記第２可変表示手段における前記第２識別情報
の可変表示は前記第１可変表示手段における前記第１識別情報の可変表示に優先して実行
され、前記第１識別情報の可変表示結果又は前記第２識別情報の可変表示結果が予め定め
られた特定表示結果（例えば大当り図柄など）となった後に、遊技者にとって有利な特定
遊技状態（例えば大当り遊技状態など）に制御する遊技機（例えばパチンコ遊技機１など
）であって、遊技媒体が打ち込まれる遊技領域のうちの第１遊技領域に設けられ、常時遊
技媒体が進入可能な第１始動入賞口を形成する第１始動入賞装置（例えば普通入賞球装置
６Ａなど）と、前記第１始動入賞口に進入した前記遊技媒体を検出する第１始動入賞検出
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手段（例えば第１始動口スイッチ２２Ａなど）と、前記遊技領域のうち、前記第１遊技領
域とは異なる第２遊技領域に設けられ、前記遊技媒体が進入可能な第１状態と進入不能な
第２状態とに変化可能な第２始動入賞口を形成する第２始動入賞装置（例えば普通可変入
賞球装置６Ｂなど）と、前記第２始動入賞口に進入した前記遊技媒体を検出する第２始動
入賞検出手段（例えば第１始動口スイッチ２２Ａなど）と、前記第２遊技領域に設けられ
た通過ゲート（例えば通過ゲート４１など）と、前記通過ゲートを通過した前記遊技媒体
を検出する通過検出手段（例えばゲートスイッチ２１など）と、前記第１始動入賞検出手
段によって前記遊技媒体が検出されたことに対応して前記第１始動条件が成立したこと、
又は前記第２始動入賞検出手段によって前記遊技媒体が検出されたことに対応して前記第
２始動条件が成立したことに基づいて、所定の数値データを抽出する数値データ抽出手段
（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２０４、又はＳ２２４の処理を実行する部分など）と
、前記数値データ抽出手段が前記第１始動条件が成立したことに基づいて抽出した前記数
値データを、抽出順を特定可能に保留記憶する第１保留記憶手段（例えば第１特図保留記
憶部１５１Ａなど）と、前記数値データ抽出手段が前記第２始動条件が成立したことに基
づいて抽出した前記数値データを、抽出順を特定可能に保留記憶する第２保留記憶手段（
例えば第２特図保留記憶部１５１Ｂなど）と、前記第１開始条件が成立したときに、該第
１保留記憶手段に保留記憶されている該数値データのうち、前記抽出順が最先の該数値デ
ータを読み出す第１数値データ読出手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２４４の処理
を実行する部分など）と、前記第１数値データ読出手段によって読み出された前記数値デ
ータ（例えば特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１など）に基づいて、前記第１識別情報の
可変表示結果が導出される以前に、前記特定遊技状態に制御するか否かを決定する第１事
前決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２４８、Ｓ２５８の処理を実行する部分な
ど）と、前記第２開始条件が成立したときに、前記第１保留記憶手段に該数値データが保
留記憶されているときであっても、該第２保留記憶手段に保留記憶されている該数値デー
タのうち、前記抽出順が最先の該数値データを、該第１保留記憶手段に保留記憶されてい
る該数値データに優先して読み出す第２数値データ読出手段（例えばＣＰＵ１０３がステ
ップＳ２５１の処理を実行する部分など）と、前記第２数値データ読出手段によって読み
出された前記数値データに基づいて、前記第２識別情報の可変表示結果が導出される以前
に、前記特定遊技状態に制御するか否かを決定する第２事前決定手段（例えばＣＰＵ１０
３がステップＳ２５５、Ｓ２５８の処理を実行する部分など）と、前記第１事前決定手段
又は前記第２事前決定手段によって前記特定遊技状態に制御する旨の決定がなされたこと
に基づいて、前記特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段（例えばＣＰＵ１０３が
ステップＳ１１４～Ｓ１１７の処理を実行する部分など）と、前記特定遊技状態制御手段
による前記特定遊技状態への制御の終了後に、通常遊技状態に制御されているときよりも
前記第２始動入賞口への入賞頻度が高い特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段（
例えばＣＰＵ１０３がステップＳ３４４又はＳ３４５の処理を実行した後に、ステップＳ
１５及びＳ１６の処理を実行する部分など）と、前記第１始動条件が成立したことに基づ
いて前記数値データ抽出手段によって抽出された前記数値データが所定の判定値と合致す
るか否かを判定する始動条件成立時判定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２０９～
Ｓ２１７、又はステップＳ２２６及びＳ２３４の処理を実行する部分など）と、該始動条
件成立時判定手段の判定に基づいて、該判定の対象になった数値データに基づく可変表示
が実行される以前に、所定の予告演出を実行する予告演出実行手段（例えば演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０がステップＳ５１６の連続予告設定処理を実行した後に、ステップＳ１６２の
飾り図柄変動中処理を実行する部分など）と、を備え、前記予告演出実行手段は、前記特
別遊技状態制御手段によって前記特別遊技状態に制御されているときには、前記所定の予
告演出を実行しない（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２０７の処理にてＹｅｓと判定さ
れた場合、ステップＳ２０９～Ｓ２１８の処理をスキップすることにより、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、ステップＳ５１６の連続予告設定処理にて連続予告演出の設定を行わない
）、ことを特徴とする。
　上記（１）の遊技機において、予告演出実行手段は、特別遊技状態制御手段によって特
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別遊技状態に制御されているときには、第１始動条件が成立したときの始動条件成立時判
定手段にもとづく所定の予告演出を実行しない。これにより、請求項１に記載の遊技機で
は、始動条件成立時判定手段の判定に基づく予告演出による演出効果を維持しつつ、スト
ック的な予告演出が行われてしまうことを確実に防止することができるため、健全な遊技
性を確保することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、前記予告演出実行手段は、前記特定遊技状態
制御手段によって前記特定遊技状態に制御されている場合においても、前記第１始動条件
が成立したときには、前記所定の予告演出を実行しない（例えばＣＰＵ１０３がステップ
Ｓ２０８の処理にてＹｅｓと判定された場合、ステップＳ２０９～Ｓ２１８の処理をスキ
ップすることにより、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ５１６の連続予告設定処理
にて連続予告演出の設定を行わない）。
　上記（２）に記載の遊技機によれば、特定遊技状態制御手段によって特定遊技状態に制
御されている場合において、第１始動条件が成立したときには、所定の予告演出を実行し
ないようにすることができる。これにより、所定の予告演出が実行されることにより、特
定遊技状態が連続的に発生することを遊技者に実質的に報知してしまうことを防止できる
ため、遊技者の射幸心を著しく煽ることを防止することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（３）上記（１）又は（２）に記載の遊技機において、前記第１保留記憶手段又は前記第
２保留記憶手段に保留記憶されている前記数値データのうちの特定数値データに基づいて
、前記第１識別情報又は前記第２識別情報の可変表示パターン種別を、特定可変表示パタ
ーンから構成される特定可変表示パターン種別を含む複数種類のいずれかに決定する可変
表示パターン種別決定手段（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２７０の処理を実行する部
分など）と、前記可変表示パターン種別決定手段によって決定された前記可変表示パター
ン種別に含まれる可変表示パターンの中から、前記特定可変表示パターンを含む前記第１
識別情報又は前記第２識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段
（例えばＣＰＵ１０３がステップＳ２８３の処理を実行する部分など）と、前記可変表示
パターン決定手段による決定結果に基づいて、前記第１識別情報又は前記第２識別情報の
可変表示の制御を行う可変表示制御手段（例えば演出制御基板１２に搭載された演出制御
用ＣＰＵ１２０など）と、をさらに備え、前記始動条件成立時判定手段は、前記第１始動
条件が成立したことに基づいて前記数値データ抽出手段によって抽出された前記特定数値
データが所定の特定判定値と合致するか否かを判定することにより、該特定数値データに
基づく前記可変表示パターン種別が前記特定可変表示パターン種別であるか否かを判定し
（例えばＣＵＰ１０３がステップＳ２１７やステップＳ２３４の処理を実行し）、前記予
告演出実行手段は、前記始動条件成立時判定手段によって前記特定数値データに基づく前
記可変表示パターン種別が前記特定可変表示パターン種別である旨の判定がなされた場合
、前記所定の予告演出を実行する（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ７４４の
処理にて図３２に示す連続予告パターン決定テーブル１６９を参照することにより、連続
予告の有無を決定する）。
　上記（３）に記載の遊技機において、可変表示パターン種別決定手段は、第１保留記憶
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手段又は第２保留記憶手段に保留記憶されている数値データのうちの特定数値データに基
づいて、第１識別情報又は第２識別情報の可変表示パターン種別を、特定可変表示パター
ンから構成される特定可変表示パターン種別を含む複数種類のいずれかに決定する。そし
て、可変表示パターン決定手段は、可変表示パターン種別決定手段によって決定された可
変表示パターン種別に含まれる可変表示パターンの中から、特定可変表示パターンを含む
第１識別情報又は第２識別情報の可変表示パターンを決定する。このようにすれば、例え
ば特定可変表示パターンが複数種類のリーチ演出のうちの特定リーチ演出を実行するもの
である場合には、可変表示パターン種別決定手段が可変表示パターン種別を決定すること
により、特定リーチ演出の有無を決定することができる。そして、このように特定リーチ
演出の有無を決定しても、リーチ演出の有無を決定してから可変表示パターン種別決定手
段による可変表示パターンの決定により特定リーチ演出の有無を決定するものに比べ、所
定の予告演出の実行頻度が著しく下がることはないので、演出効果を向上させることがで
きる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（４）上記（１）～（３）のいずれかに記載の遊技機において、前記通常遊技状態に制御
されている場合において、前記通過検出手段によって前記遊技媒体が検出されたときに、
前記第２遊技領域ではなく前記第１遊技領域に向けて発射するように促す報知演出を実行
する報知演出実行手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０がステップＳ４０７の報知演出制
御処理を実行する部分など）をさらに備える。
　上記（４）に記載の遊技機において、報知演出実行手段は、通常遊技状態に制御されて
いる場合において、通過検出手段によって遊技媒体が検出されると、通常遊技状態に制御
されているときには遊技媒体が進入しにくい第２始動入賞口ではなく、通常遊技状態に制
御されているときでも遊技媒体が進入しやすい第１始動入賞口に向けて発射するように促
す報知演出を実行する。これにより、不慣れな遊技者に不利益を与えることを防止するこ
とができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（５）上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機において、前記予告演出実行手段は
、前記通常遊技状態に制御されている場合において、前記所定の予告演出の終了時の前記
第１識別情報の可変表示結果が前記特定表示結果とならない該所定の予告演出の実行中に
、前記第２始動条件が成立したときには、該第２始動条件が成立したことに基づいて実行
される前記第２識別情報の可変表示にて、該所定の予告演出の一部を実行しない（例えば
演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７５１及びＳ７５２の処理にてＹｅｓと判定され
た場合、ステップＳ７５４及びＳ７５５の処理を実行する）。
　上記（５）に記載の遊技機において、予告演出実行手段は、通常遊技状態に制御されて
いる場合において、所定の予告演出の終了時の第１識別情報の可変表示結果が特定表示結
果とならない所定の予告演出の実行中に、第２始動条件が成立したときには、第２始動条
件が成立したことに基づいて実行される第２識別情報の可変表示にて、所定の予告演出の
一部を実行しない。ここで、通常遊技状態に制御されている場合、第２始動入賞口が第１
状態に変化している期間は、特別遊技状態に制御されている場合に比べて短くなっている
ため、第２始動入賞口に遊技媒体が流入する可能性、換言すれば第２始動条件が成立する
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可能性は、特別遊技状態に制御されている場合に比べて低くなる。すなわち、請求項５に
記載の遊技機によれば、通常遊技状態への制御時における第２始動条件の成立といったイ
レギュラーな事態を想定したプログラムを組んでおく必要がなくなるので、遊技機の開発
負担を軽減することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（６）上記（５）に記載の遊技機において、前記予告演出実行手段は、前記通常遊技状態
に制御されている場合において、前記所定の予告演出の終了時の前記第１識別情報の可変
表示結果が前記特定表示結果とならない該所定の予告演出の実行中に、前記第２始動条件
が成立したときには、該所定の予告演出を終了する（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は、
ステップＳ７５１及びＳ７５２の処理にてＹｅｓと判定された場合、ステップＳ７５４及
びＳ７５５の処理を実行する）。
　上記（６）に記載の遊技機において、予告演出実行手段は、通常遊技状態に制御されて
いる場合において、所定の予告演出の終了時の第１識別情報の可変表示結果が特定表示結
果とならない所定の予告演出の実行中に、第１識別情報の可変表示よりも優先して実行さ
れる第２識別情報の可変表示の始動条件である第２始動条件が成立したときには、所定の
予告演出を終了する。これにより、不自然な演出動作が実行されてしまうことを防止する
ことができる。
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